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判
例
研
魔

宮

崎

澄

夫

（
一
）

市
税
溜
納
庭
分
に
圃
る
差
押
登
記
の
適
否
ε

悪
意
の
第
三
取
得
着

（∫39）

昭
摯
躍
隼
再
華
日
大
審
饒
第
蕉
事
懸
製
蒸
難
灘
影
楚
轄
蜘
灘
強
響
綾
）

　
ハ
舗
訣
㎜
璽
匿
）
　
市
親
滞
緬
磯
分
轟
困
ル
差
押
ア
撃
凌
ル
建
鞠
ヨ
“
餐
麹
醸
鷺
取
欝
ツ
蜜
ル
第
三
考
灘
其
7
簸
鶴
ノ
際
叢
押
ア
場
身
ル
舞

ト
ヲ
知
蓼
ク
滞
鮮
浄
（
鐸
ノ
叢
押
登
翻
ノ
適
式
ナ
ル
塾
轡
季
ヲ
聡
《
其
盤
押
ノ
数
力
ヲ
否
認
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
拳
ス

　
〔
欝
實
）
　
騨
外
西
山
は
木
造
ト
タ
ン
葺
準
家
醜
棟
を
勝
有
し
て
ゐ
た
が
、
同
人
が
市
税
を
滞
納
し
た
爲
、
東
京
市
は
潮
納
廃
分
と
L

て
昭
和
八
年
五
月
十
五
日
右
家
屋
を
差
押
へ
、
差
押
調
着
の
謄
本
を
滞
納
書
た
る
右
酋
山
に
交
欝
し
、
巽
後
昭
瀦
幸
輔
年
÷
圃
月
置
輯

之
を
公
賓
虎
分
に
付
し
た
。

　
そ
の
競
落
人
と
な
つ
た
の
が
本
件
の
被
告
（
被
控
訴
人
、
被
上
告
人
）
の
醐
人
た
る
大
墨
で
あ
り
、
大
里
は
閥
淘
二
十
欝
段
有
権
の
取

　
　
　
　
　
市
麓
瀞
納
露
分
に
因
る
差
押
登
記
の
端
否
建
瀬
癒
の
第
三
取
得
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
裟
塊



（8‘oナ

　
　
　
　
　
甫
税
滲
納
鳶
分
に
因
る
差
鐸
登
記
の
適
否
ε
懇
竃
の
第
三
取
得
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鱒
鶴
O

得
登
記
を
錫
し
た
る
上
岡
日
右
建
物
を
厨
じ
く
本
件
被
告
の
一
人
た
る
荒
井
に
賓
渡
し
其
の
旨
の
登
記
を
了
し
た
。

　
騰
で
本
件
の
原
告
た
る
橋
本
は
．
右
大
里
に
封
し
て
は
所
有
権
取
得
登
記
の
抹
清
，
荒
井
に
封
し
て
は
右
所
有
権
取
得
登
記
の
抹
鴻

建
物
の
引
渡
興
弛
を
命
ナ
る
制
決
を
求
め
、
其
の
原
因
と
し
て
難
原
告
は
前
記
訴
外
西
山
に
封
し
、
昭
和
九
年
十
月
十
日
金
三
百
圓
を

貸
輿
し
、
右
金
員
は
月
賦
魏
濟
を
錫
す
ぺ
き
こ
と
且
右
月
賦
誹
濟
金
を
期
日
に
雛
済
し
な
い
と
き
叉
は
期
限
の
利
釜
を
失
つ
た
と
き
は

興
の
存
在
す
る
債
鱗
額
の
限
度
を
以
て
即
時
前
託
建
物
に
付
費
買
契
約
成
立
L
其
の
代
金
は
右
債
穰
額
と
相
殺
す
べ
き
旨
の
停
翫
傑
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ

付
資
翼
契
約
を
締
緒
し
騒
爾
同
餌
右
斯
有
覆
移
縛
請
求
櫨
保
全
の
假
登
記
を
錫
し
た
。
然
る
に
右
西
出
は
昭
和
九
年
十
月
末
日
迄
に
支

痴
ふ
ぺ
き
月
賦
金
の
実
梯
を
欝
さ
な
か
つ
た
か
ら
前
記
費
買
契
約
に
於
け
る
停
止
條
件
が
成
就
し
、
鳳
告
と
の
間
に
於
て
、
昭
和
九
年

＋
一
月
一
日
金
三
蔦
園
を
以
｛
膚
建
物
の
喪
買
契
約
が
有
敷
に
成
立
し
、
岡
日
右
建
物
の
断
有
権
櫨
源
奮
に
移
縛
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
敵

に
昭
綿
＋
一
年
牽
岨
鐸
五
難
の
離
鶏
公
蜜
欝
分
欝
時
に
於
て
ぱ
右
建
物
ば
齊
幽
俸
厨
窟
で
薩
厳
く
漂
吉
の
爵
有
で
あ
つ
た
。
礪
も
東
窟

布
の
駕
し
た
前
記
幕
押
置
赫
で
纏
叢
押
鱒
登
鶏
都
な
い
か
ら
（
尤
も
右
建
物
樗
村
て
ぱ
、
欝
翻
九
年
九
月
牽
一
臼
褒
窟
麗
裁
鵯
駈
華
往

出
張
醗
受
爾
第
コ
榊
喜
三
號
を
以
て
同
月
八
β
市
税
溌
納
虜
分
に
因
ゆ
叢
押
を
爲
し
池
愚
皆
伽
登
記
は
あ
る
が
こ
れ
緯
本
嘗
公
喪
露

分
の
器
本
た
る
昭
和
八
年
五
月
十
五
日
の
差
押
に
付
て
の
登
記
と
云
ひ
得
な
い
）
差
押
は
第
三
者
た
る
原
告
に
封
し
敵
力
を
生
ナ
る
こ

と
な
く
從
つ
て
之
に
蕃
き
昭
和
＋
一
年
十
一
月
五
日
當
時
既
に
原
告
の
解
有
に
鰯
し
た
建
鞠
に
赫
蝿
さ
れ
た
公
喪
癬
分
嬢
無
敷
で
訪

り
」
被
告
等
に
右
建
物
の
所
有
構
を
取
得
す
る
理
由
が
な
W
」
と
主
張
し
た
。

　
被
告
等
は
右
原
告
の
主
張
に
封
し
認
否
し
泥
後
「
暇
り
に
本
件
建
物
に
つ
き
原
告
主
張
の
如
き
費
買
契
約
が
あ
つ
海
と
し
て
も
．
原
吉

は
其
の
締
結
に
當
り
前
記
差
押
の
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
て
居
た
も
の
で
あ
る
か
ら
，
右
契
約
は
東
京
市
に
封
し
て
敷
力
な
く
從
つ
て
被

沓
等
は
有
敷
に
本
件
建
物
の
所
有
槽
を
取
得
し
た
も
の
で
あ
る
し
と
述
ぺ
、
之
に
封
し
原
告
は
、
第
一
審
に
於
て
は
，
右
寳
買
契
約
を
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締
結
す
る
に
當
ゆ
差
押
あ
砂
た
る
こ
と
を
知
砂
居
り
た
る
者
を
自
白
し
た
が
、
第
二
審
に
至
つ
て
右
自
白
は
全
く
眞
費
に
反
し
且
錯
誤

に
出
た
る
が
故
に
之
を
取
溜
す
と
述
ぺ
た
o

　
原
審
は
，
．
前
記
東
京
市
の
爲
し
た
昭
和
九
年
九
月
十
一
日
の
差
押
登
記
を
以
て
全
然
無
敷
と
な
し
得
ざ
る
の
み
な
ら
ナ
、
暇
り
に
登

記
輝
無
数
な
り
と
す
る
も
、
悪
意
の
第
三
者
に
封
し
て
に
差
押
は
其
の
敷
力
を
生
ウ
ベ
く
、
而
も
原
告
が
悪
意
な
り
し
鐵
に
付
て
は
原

轡
の
窃
白
あ
り
、
そ
の
自
白
が
遣
貴
に
反
し
且
錯
誤
に
出
た
こ
と
の
謹
明
が
な
い
か
ら
と
云
ふ
理
由
で
原
告
の
請
求
を
失
當
と
し
、
そ

の
整
訴
を
棄
却
し
た
o

　
〔
上
告
現
由
〕
．
二
つ
あ
る
o
第
二
鞍
は
自
自
の
取
酒
に
關
す
る
も
の
で
あ
る
が
．
殆
ん
ど
取
る
に
足
ら
ぬ
上
普
褻
由
で
あ
り
こ
れ
に

封
す
る
大
審
院
の
判
示
も
新
し
㎞
も
の
で
は
な
い
か
ら
略
す
る
◎

　
第
醇
｝
諮
の
要
領
は
．
「
滞
納
塵
分
に
因
る
差
押
が
第
三
者
に
封
し
敷
力
を
生
す
る
の
は
其
の
差
押
登
記
を
了
し
た
時
で
あ
る
。
而
し
て

傘
仲
に
於
て
昭
和
轟
犀
九
月
十
一
日
に
爲
さ
れ
た
差
押
の
登
記
に
は
昭
勲
九
年
九
月
八
日
差
押
と
し
て
登
雛
し
で
あ
勢
、
凝
審
櫨
霜
登

記
は
墓
賃
は
昭
獅
八
卑
五
趨
÷
五
日
の
差
獺
緯
基
く
登
記
噂
あ
凱
、
之
駈
昭
漁
九
年
九
月
八
日
差
押
紅
鶴
く
と
糞
承
」
海
の
賦
登
記
⑳

便
宜
楓
幽
驚
る
に
す
ぎ
な
馳
＆
認
定
し
窟
登
記
を
以
て
有
敷
な
の
と
鋼
承
し
た
が
噺
右
登
記
は
登
詑
事
項
急
登
罷
原
鍵
毒
麟
噸
数
せ
季

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

上
告
人
郎
ち
原
告
鵜
封
し
て
は
無
数
又
は
封
抗
L
得
ざ
る
も
の
と
云
は
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
故
に
右
差
押
を
以
て
被
告
人
に
封
競
す
る
乙

ム
櫨
蝿
楽
な
魑
，
縄
ウ
て
又
被
智
等
は
前
記
公
競
虜
分
に
因
つ
て
右
建
物
（
，
所
有
権
を
取
得
し
た
る
こ
と
を
以
て
封
抗
す
る
こ
と
が
働

來
な
い
し
と
云
ふ
に
在
敏
o

　
〔
朝
決
魂
由
〕
樵
利
取
得
ノ
第
三
者
其
ノ
取
得
ノ
當
時
差
押
ア
リ
タ
々
5
ト
ヲ
知
リ
ク
ル
ト
キ
ハ
差
押
ノ
敷
カ
ヲ
否
認
ッ
得
夢
幽
ヘ

キ
コ
ト
民
寝
訴
訟
法
第
六
着
五
十
條
第
輔
項
ノ
規
定
昌
徴
シ
之
ヲ
領
シ
得
ヘ
キ
呂
ヨ
リ
本
件
昌
於
テ
モ
上
告
人
力
興
ノ
主
張
ノ
停
此
燦

　
　
　
　
　
市
稀
溜
納
塵
分
に
因
る
差
押
登
記
の
蓮
否
虐
懇
意
の
鑛
三
取
得
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
麟
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市
縫
瀞
納
廊
分
に
因
る
差
揮
登
霧
適
否
轟
濃
り
第
冒
最
得
者
　
　
　
　
　
　
　
　
面
二

仲
付
賓
貿
に
因
り
昭
和
九
年
十
一
月
一
日
條
件
成
就
ノ
故
ヲ
以
テ
本
件
建
物
を
取
得
シ
ク
ル
モ
ノ
ト
シ
且
其
ノ
営
時
昌
於
テ
ハ
東
京
市

力
昭
和
八
隼
五
月
＋
五
日
市
税
滞
納
ヲ
理
由
手
シ
テ
該
建
物
誠
封
シ
爲
シ
ク
ル
差
押
一
一
付
適
式
ナ
ル
差
押
登
記
ナ
カ
墾
シ
ト
ス
ル
モ
該

蓑
押
ノ
事
實
ヲ
知
レ
ル
上
舎
人
ハ
差
押
ノ
数
カ
ヲ
否
認
シ
得
サ
ル
毛
ノ
き
解
ス
ル
ヲ
相
當
築
ス
ヘ
ク
從
ツ
テ
東
京
市
ハ
価
ホ
業
押
ヲ
以

テ
上
去
人
昌
封
抗
シ
得
ヘ
キ
昌
ヨ
リ
昭
知
九
年
九
月
十
噌
日
昌
至
瞬
鶏
サ
レ
タ
ル
差
押
登
記
ノ
敷
力
如
何
ハ
之
ヲ
究
明
ス
ル
ヲ
須
キ
ス

震
蓬
押
昌
蕩
ク
公
賓
露
分
ハ
有
敷
ナ
リ
上
六
ハ
サ
ル
ヲ
得
ス

　
（
挽
静
〕
・
朝
示
聾
賛
成
で
あ
る
o

　
賃
税
漂
網
虎
分
と
し
て
不
動
産
の
差
押
が
な
さ
れ
た
場
合
に
其
の
差
押
の
数
力
が
何
時
褒
生
す
る
や
に
付
て
は
民
事
訴
訟
法
第
穴
百

蹴
【
十
㎎
嬢
昂
第
三
項
の
如
電
規
定
が
な
“
ガ
、
國
税
｛
徽
狭
法
櫨
｝
行
規
㎜
則
第
牽
六
篠
”
に
依
ゆ
一
収
一
祝
・
冒
古
轟
に
於
て
差
』
押
調
（
書
【
を
俸
凸
繍
し
日
“
巽
の

謄
本
を
灘
納
者
に
交
智
し
海
る
と
き
に
褻
生
す
る
も
の
と
解
す
べ
豊
こ
訟
に
馨
て
賦
櫓
ん
ど
異
論
が
激
か
ら
う
＠

　
次
に
差
押
の
敷
力
は
如
何
。
こ
れ
に
付
て
も
國
税
徴
枚
法
に
何
等
の
蝿
窯
も
な
“
の
で
あ
五
が
塾
差
揮
が
数
ヵ
を
生
じ
た
る
と
き
は
。

債
務
薯
に
於
｛
以
後
差
押
に
係
る
不
動
産
並
に
其
の
叉
撚
及
法
窟
の
果
實
紀
赫
き
（
國
税
徴
牧
法
十
八
條
参
照
冨
滋
夢
行
霧
を
猛
ず
こ
と

を
得
ざ
る
に
至
り
一
そ
の
爲
し
た
る
塵
分
行
爲
は
無
敦
で
あ
る
と
嚢
ぼ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
蓋
し
若
し
之
を
許
す
と
き
は
差
押
ぱ
趣
憾
そ
の

目
的
を
達
す
る
こ
と
が
出
來
な
い
か
ら
で
あ
る
。
但
し
右
の
庭
分
行
爲
の
無
数
は
絶
封
的
で
は
な
く
相
封
的
で
勘
る
。
鄭
ち
差
押
債
構

着
は
右
債
務
者
の
爲
し
た
る
底
分
行
翁
を
債
務
者
に
封
す
る
關
係
忙
於
て
否
認
し
得
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
第
三
者
に
於
て
差
押
後
債
務

者
の
鵬
分
行
錫
に
因
り
差
押
不
動
産
に
付
櫃
利
を
取
得
し
得
る
や
否
や
は
別
問
題
で
あ
る
。
然
し
こ
の
黙
に
付
て
も
亦
，
若
し
第
三
者

が
権
利
を
敵
得
し
得
る
も
の
と
す
れ
ぱ
、
差
押
は
其
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
出
來
な
い
か
ら
、
第
三
者
に
於
て
も
亦
差
押
物
に
付
差

押
債
檀
者
Q
利
盆
を
害
す
る
に
至
る
ぺ
き
構
利
を
取
得
し
得
な
恥
愚
の
之
せ
ね
ば
な
ら
な
い
o
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喰
こ
の
原
則
を
貫
く
と
善
意
の
第
三
者
の
保
護
に
欠
く
る
憾
が
あ
る
。

　
民
箏
訴
訟
法
第
六
百
五
十
條
ぱ
．
『
権
利
ヲ
取
得
ス
ル
第
三
者
其
取
得
ノ
際
差
押
又
ハ
競
寅
ノ
申
立
ア
リ
タ
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
タ
ル
ト
キ

ハ
差
押
ノ
数
力
昌
封
シ
其
善
意
ナ
リ
シ
雛
ト
ヲ
主
張
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
規
定
む
悪
意
の
第
三
者
に
封
し
て
は
藁
押
の
数
力
を
封
撹

し
得
る
も
善
意
の
第
三
者
に
封
し
て
は
之
を
封
抗
し
得
ざ
る
も
の
と
な
し
糞
。

　
四
稔
後
牧
法
緯
依
る
滞
納
虜
分
の
場
合
は
如
何
、

　
抑
々
國
視
其
飽
の
組
税
の
溌
納
威
分
は
國
家
其
地
甫
町
鱈
等
の
会
共
圏
鰻
の
有
す
る
具
艦
的
課
税
権
の
賛
現
手
段
で
あ
り
、
具
燈
的

私
櫨
の
實
現
手
段
之
番
民
事
訴
訟
法
上
の
彊
割
執
行
と
鍛
す
し
庵
溝
桝
に
論
す
る
課
に
は
行
か
な
い
〇
一
般
に
課
税
搬
の
賛
現
は
私
権

の
皆
一
現
と
異
り
直
接
國
門
『
家
其
他
の
公
共
團
麗
の
利
釜
に
關
係
す
る
所
で
あ
る
か
ら
、
私
櫨
の
嘗
（
現
に
比
し
よ
り
確
實
で
な
け
れ
ぱ
な
ら

激
》
尊
餐
つ
て
貿
親
の
手
段
海
る
執
脅
行
露
も
跳
事
欝
訟
純
於
鞍
る
張
鵜
執
誉
⑳
手
段
に
比
し
よ
硲
彊
固
で
撫
け
れ
ぽ
な
ら
准
い
蟻
國

税
簸
牧
法
第
＋
囲
鎌
．
第
＋
九
燦
の
蓼
薯
の
闘
の
瀧
息
を
轟
明
し
て
ゐ
ゐ
も
の
と
云
ぴ
得
る
で
あ
ら
う
。

辮
る
が
故
に
、
碧
押
の
敷
ヵ
の
封
統
の
問
還
鶴
醤
て
鶴
鶏
凄
騨
訟
溝
の
場
合
と
異
夢
、
必
ず
し
も
善
意
の
馨
著
な
る
が
敵
に
之
を

魁
挑
し
得
ず
と
論
麟
す
る
こ
と
ぱ
出
楽
ぬ
か
も
知
轟
懸
恥
窃
然
し
反
封
楓
悪
意
の
第
三
者
が
差
押
の
数
力
を
欝
抗
せ
も
る
べ
鷺
で
あ
る
・

ζ
と
は
。
民
事
訴
訟
上
の
彊
制
執
行
の
場
合
に
銘
し
凶
暦
甥
霞
ぞ
あ
夢
鶏
箏
訴
訟
法
第
六
百
五
＋
條
の
規
定
ぱ
こ
の
麟
に
於
て
國
税
微

牧
法
に
依
る
滞
納
虚
分
に
も
類
推
適
用
せ
ら
る
べ
き
も
の
と
償
タ
る
。
郎
ち
こ
の
場
合
に
付
第
三
者
は
v
そ
れ
が
樒
利
取
得
の
際
悪
意

な
り
し
故
だ
δ
を
以
て
、
差
押
登
記
の
有
無
，
有
数
無
敦
に
關
係
な
く
、
差
押
の
救
力
を
否
認
し
得
な
い
も
の
と
云
ふ
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
上
告
論
者
は
差
押
が
第
三
者
に
封
し
て
敷
力
を
生
ナ
る
の
は
常
に
登
記
の
時
で
あ
る
と
し
て
ゐ
る
が
、
こ
の
考
の
正
當
で
な
い
と
と

は
、
右
に
述
ぺ
た
理
由
に
よ
つ
て
明
白
で
あ
ら
う
。
．
差
押
登
記
の
敷
力
に
付
て
ぱ
、
登
記
前
に
あ
つ
て
は
、
善
意
の
権
利
取
得
者
は
差

　
　
　
　
　
市
粉
溜
漁
議
分
に
因
る
差
押
登
記
の
適
否
建
悪
意
の
第
菖
取
得
奢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
，
四
藷



酬）

　
　
　
　
　
縁
幾
一
の
差
押
建
民
亭
篠
訟
法
繁
”
笠
百
七
十
＝
糠
所
定
の
特
溺
盒
“
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
、
霞
四

押
の
敷
力
を
封
抗
せ
ら
る
こ
と
之
を
冤
る
る
に
反
し
、
登
記
後
に
於
で
は
、
取
得
者
は
差
押
あ
り
驚
る
こ
と
を
知
る
め
機
禽
を
興
へ
ら

る
る
が
故
に
假
令
現
賞
に
は
之
を
知
ら
ざ
り
し
場
合
に
も
、
差
押
の
数
力
を
封
抗
せ
ら
る
る
と
云
ふ
黙
に
在
る
と
解
す
ぺ
豊
か
叉
は
、

購
漉
潅
絢
虚
分
の
場
合
に
は
一
歩
進
ん
で
、
差
押
に
つ
き
登
記
な
き
場
合
に
於
て
も
．
第
三
者
は
そ
の
善
意
瓢
董
を
閥
は
事
差
押
の
敷

力
を
封
抗
せ
ら
れ
，
國
視
徴
牧
法
第
二
十
三
條
が
牧
税
官
吏
に
押
差
登
記
の
曙
託
を
命
じ
た
の
は
、
翠
に
．
第
三
者
を
し
て
不
測
の
損
害

を
禦
ら
し
む
る
こ
と
を
豫
防
す
る
の
法
意
に
串
た
も
の
で
あ
る
と
解
す
ぺ
き
か
で
あ
り
（
後
の
見
解
が
探
り
得
る
か
否
か
は
大
い
に
疑

閥
で
は
あ
る
が
）
登
記
な
き
限
り
如
何
な
る
第
三
者
に
封
し
て
も
差
押
の
敷
力
を
欝
抗
し
得
ざ
る
も
の
と
鱈
す
が
如
き
議
論
は
到
底
探

用
す
る
こ
と
が
出
來
な
“
。

　
以
上
の
理
由
に
墓
琶
麟
纏
本
件
刺
示
に
賛
意
を
表
す
る
o


